
内国歳入局（以下、「IRD」）は、2021年4月1日付で各社宛に2020/21年度の事業所
得税申告書を発行します。このタックス・アラートでは、2020/21年度の事業所得税申
告書の提出期限やIRDに対する課税所得の通知についてご案内いたします。

さらに、このタックス・アラートでは、（i）香港に恒久的施設（以下、「PE」）を所有する香
港非居住者の定義とその税務上の取扱い、及び（ii）2020/21年度の事業所得税申告
書とともに、附属別表を提出する必要がある特定のカテゴリーの納税者の要件につい
て説明しています。

事業所得税申告書及び附属別表の提出、または申告の前提に関してご不明な点がご
ざいましたら、税務担当者までご連絡ください。

2020/21年度の事業所得税申告の開始
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2020/21年度の事業所得税申告の提出期限

2021年4月1日にIRDから事業所得税申告書（すなわち、
BIR 51またはBIR 52）が発行され、2021年3月31日に
終了する課税年度（2020/21年度）の申告が開始され
ます。

通常、申告書の提出期限は発行日から1ヶ月以内です
が、税務専門家が税務申告を代行する場合、提出期限
を延長できる制度（block extension scheme）が長期に
わたり採用されています。2020/21年度の当該制度に
おける延長後の提出期限は、以下の通りです。

しかし、納税者が毎年税務申告を行っており、当期も通
常通り申告書が発行されると予想される場合は、IRDへ
当該通知を行う必要はありません。逆に、課税所得を有
する納税者が、IRDから申告書を毎年発行しない旨の通
知を事前に受けている場合や、納税者が事業を最近開
始した場合は、定められた期限内にIRDへ当該通知を
行う必要があります。

上記に加え、2020/21年度の事業所得税申告にあたっ
ては、以下の点にご留意ください。

香港に一定の場所又は従属代理人、PEを有す

る香港非居住者は、特定の情報を提供する必要
がある

内国歳入法（以下、「IRO」）のセクション50AAKは、香港
非居住者が所有する香港PEに帰属する所得に関する
経済協力開発機構のアプローチ（以下、「AOA」）を法律
化したものであり、2019/20査定年度より発効されてい
ます。

AOAの下では、PEは、損益の計算上、同一又は類似の
条件の下で同一又は類似の活動を行う別個の独立した
企業とみなされます。つまり、企業の各部分の収益（及
び関連費用）は、当該PEが名目上無利子の自己資本を
有する別個の企業であるという仮説に基づいて配分さ
れるのです。

具体的には、PE帰属所得は、当該PEが遂行した機能、
使用した資産、及び引き受けるリスクなどの多くの要素
を考慮した機能分析・事実分析によって決定されます。
さらに、当該PEと企業内の他の部門間の内部取引にお
ける価格設定については、独立企業原則が適用されま
す。

BIR 51のパート3.9又はBIR 52のパート2.8（BIR＝
2021年4月1日付で各社宛の事業所得税申告書）では、
納税者が2020/21査定年度において香港非居住者の
香港PEであったかどうかを申告する必要があります。

香港非居住者の活動又は実体が香港でのPEを構成す
るかどうかは、該当する用語がどのように定義されてい
るかによります。

香港非居住者が、香港との包括的二重課税防止協定
（以下、「CDTA」）を締結している国・地域の居住者であ
る場合、関連するCDTAで定められているPE用語の定
義が適用されます。非CDTA締結国・地域の居住者の場
合は、IROのスケジュール17Gのパート3に定められて
いるPEに関する定義が適用されます。

PEには大きく分けて3種類あります。

（i）固定的PE

（ii）サービスPE（すなわち、香港非居住者の従業員が、
香港で一定日数以上のサービスの提供を行い、かつ、
香港が締結した特定のCDTAのみが適用される場合）

（iii）従属代理人PE
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納税者の決算日
延長後の
提出期限

2020年4月1日～
2020年11月30日
（会計期間コード“N”）

2021年5月31日
（月曜日）

2020年12月1日～
2020年12月31日
（会計期間コード“D”）

2021年8月16日
（月曜日）

2021年1月1日～
2021年3月31日
– 課税所得がある場合
（会計期間コード“M”）

2021年11月15日
（月曜日）

2021年1月1日～
2021年3月31日
– 欠損が生じた場合

2022年1月31日
（月曜日）

事業所得税申告書が発行されておらず、課税所
得が発生した場合の通知

事業所得税申告書が発行されていなくとも、課税年度に
おいて課税所得（繰越欠損金相殺前）が発生している場
合、納税者はその旨をIRDへ通知する必要があります。
当該通知は、当該課税年度の末日から4ヶ月以内に内
国歳入局長官へ書面で提出する必要があります。

納税者の課税年度は会計上の決算日に基づいて決定
されるため、上記通知期限もそれぞれ異なります。例え
ば、決算日が2020年6月30日の会社は2020年10月
31日までに、決算日が2020年9月30日の会社は
2021年1月31日までに、2020/21年度における課税
所得の通知をIRDへ行う必要があります（即ち、決算日
から4ヶ月以内）。

合理的な理由なく、定められた期限内にIRDへ通知しな
かった場合、最大で10,000香港ドル及び未申告税額
の3倍を上限とした罰金が課される可能性があります。
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IROのスケジュール17Gのパート3で定義されているPE
という用語に、サービスPEは含まれていませんが、同ス
ケジュール17Gのパート3で定められている従属代理人
PEの定義範囲は、ほとんどの現有の香港のCDTAで定
義されているコンセプトよりも広くなっています。

各査定年度の申告に加え、納税者は、香港PEの帰属
損益の計算上、以下の情報を提出する必要があります。

（i） 当該査定年度において、香港非居住者が当該PEに
提供した融資ごとの融資額、性質、利率及び支払利
息

（ii）当該PEに帰属する無償資本の額とその計算（すな
わち、名目上別個の独立した企業として、同一又は
類似の条件の下で、同一又は類似の活動を行うに
あたり、当該PEが必要とする名目上の無利子資本）

（iii）帰属資本の税務上の調整額とその計算（すなわち、
当該PEの融資費用のうち、（ii）に帰属する部分で
あって、当該PEの香港の課税上の損益を計算する
際に損金算入することができない部分）

また、当該香港非居住者は次の点にも留意する必要が
あります。

（i） 特定の査定年度に香港で課税対象となる場合、上
記の規定期間内にIRDに課税対象であることを通知
する必要があります。

（ii）AOAに基づくPE帰属損益は、必ずしも香港の課税
上の損益と一致するわけではありません。当該帰属
損益は、税務上、香港域外を源泉とする場合があっ
たり、又はIROの特定の規定に基づくその他の通常
の税務上の調整が適用されることがあります。

香港で納税者が香港非居住者に対して活動する場合、
特に関連当事者に該当し、当該香港非居住者の利益の
ために取引上の勧誘や契約の交渉・締結を行っている
場合、該当するPEの定義に留意する必要があります。

新たな附属別表S11～S14
2018/19査定年度より、特定のカテゴリーの納税者は、
附属別表S1～S10に記入し、追加の詳細情報をIRDに
提供する必要があります。

最近導入された、適格船舶リース事業者や保険事業者
に適用される優遇税制措置に伴い、2020/21年度の事
業所得税申告書では、次の事業者に対して新たな附属
別表が4件追加されました。

• 適格船舶リース事業者（S11）

• 適格船舶リースマネジメント事業者（S12）

• 特定の保険会社（S13）

• 認可保険ブローカー会社（S14）

納税者は該当する場合、課税上の損益について、IRO
の関連規定に基づく優遇税制措置の適用を書面で選択
しない場合であっても、当該付属別表に記入して提出す
る必要があります。

なお、これらの附属別表は、IRDが納税者に送付する紙
のBIR 51またはBIR 52申告書には同封されません。必
要に応じて、納税者は、IRDのホームページ1から該当す
る電子版の申告書を入手して記入することになります。
納税者は該当する電子版の申告書に記入した後、それ
らを印刷して署名の上、BIR 51申告書またはBIR 52申
告書とともにIRDへ提出する必要があります。

事業所得税申告書の提出、香港におけるPEの税務上
の取扱い、または附属別表の記入要件に関して、ご質
問等がございましたら、税務担当者にご相談ください。
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1. 付属別表は、次のリンクからアクセスできます。
www.ird.gov.hk/e_pfr

http://www.ird.gov.hk/e_pfr
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